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令和７年１２月１０日 津会場
令和７年１２月１１日 四日市会場
令和７年１２月１６日 松阪会場

令和７年度建設系廃棄物適正処理セミナー
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Scene1 産業廃棄物処理委託契約の原則

１．二社契約であること
２．書面で契約すること
３．必要な項目を盛り込むこと
４．委託契約書に処理業の許可証の写しが添付されていること
５．排出事業者は処理完了後5年間保存すること

運搬に係る
委託契約書

収集運搬業の許可証の写し
・積卸しを行う都道府県等の許可証であること。
・「事業の範囲」に、契約する産業廃棄物の種類・積替え保管の有無
が含まれていること。

・許可の条件がある場合は、契約と整合されていること。

処分に係る
委託契約書

処分業の許可証の写し
・処分を行う施設を管轄する都道府県等の許可証であること。
・「事業の範囲」に、契約する産業廃棄物の種類・処分の方法が含ま
れていること。

・許可の条件がある場合は、契約と整合されていること。

ｅ文書法により電子契約が可能



Scene1 委託契約書の法定記載事項

委 託 契 約 書 の 法 定 記 載 事 項 （共通事項）

①委託する（特別管理）産業廃棄物の種類及び数量
②委託契約の有効期間
③委託者が受託者に支払う料金
④受託者の事業の範囲
⑤委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報 ※令和８年１月１日から一部追加

⑥委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項

⑦受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
⑧契約解除時の処理されない（特別管理）産業廃棄物の取扱いに関する事項

運搬委託契約書の記載事項 処分委託契約の記載事項

⑨運搬を委託する際に必要な事項
・運搬の最終目的地の所在地
⑩積替え保管をする場合は次も含む
・積替え又は保管の場所の所在地並びに保管できる
産業廃棄物の種類及び保管の上限

・安定型産業廃棄物と他の排出事業者の産業廃棄物
との混合の許否 等

⑪処分又は再生を委託する際に必要な事項
・処理施設の所在地・処分又は再生の方法及び処理
能力

⑫当該産業廃棄物が許可を受けて輸入された廃棄物
であるときは、その旨

⑬処理後に残渣が発生する場合は次を含む
・最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び処
理能力

総額が計算可能であること



Scene1 再委託の禁止・名義貸しの禁止

再委託の原則禁止

再委託とは、産業廃棄物処理業者が受託した廃棄物の処理を他の処理業者に再度委託すること
をいい、排出事業者責任が希薄化し、不適正処理を助長することから、原則禁止されています。
但し、やむを得ず再委託を行う場合については、廃棄物処理法に定める再委託基準を遵守して

委託を行う必要があります。
再委託基準には、排出者と処理業者間の書面による事前承諾、再委託者への文書交付の手続き

等が定められています。
再委託された廃棄物の処理の再委託（いわゆる再々委託）や、輸入された廃棄物の処理を再委

託することは、どのような場合であっても禁止されています。（法第14条15項、16項）

名義貸しの禁止

名義貸しとは、産業廃棄物処理業者が受託した廃棄物の処理について、無許可業者等に対して
許可証を貸与すること等により外見上許可業者としての体裁を整えさせ、許可業者の名義をもっ
て業を行わせることをいい、禁止されています。（法第14条の3の3）
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Scene2 工事現場に掲示すべき許可票等の主な一覧

下請負人が用意すべき標識（工事内容によって異なるので元請と協議すること）



Scene3 分別解体等に係る施工方法に関する基準
特定建設資材をその種類毎に分別することを確保するための適切な施工方法に関する基準

対象建築物等に関する調査の実施 対象となる建築物等及びその周辺状況、作業場所、搬出経路、残存物品（家具
や家電製品等、発注者の責任において処理されるべきもの等）の有無、付着物
（吹付け石綿その他の特定建設資材に付着したもの）の有無等

分別解体等計画の作成 工事種類、調査結果、事前措置内容、工程順序、作業内容、特定建設資材廃棄
物の発生見込み量等

分別解体等適正実施確保のための
事前措置の実施

作業場所及び搬出経路の確保並びに残存物品の搬出の確認、付着物の除去等

計画に基づく解体工事の施工 【作業手順】※建築物の構造上その他施工技術上これにより難い場合はこの限りではない

■建築物
①建築設備、内装材その他の建築物の部分
（屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要
な部分を除く）の取り外し
②屋根ふき材の取り外し
③外装材及び構造耐力上主要な部分のうち
基礎及び基礎ぐいを除いたものの取り壊し
④基礎及び基礎ぐいの取り壊し

■建築物以外のもの（ 工作物）
①さく、照明設備、標識その他の
工作物に附属するものの取り外し
②工作物のうち基礎及び基礎ぐい
以外の部分の取り壊し
③基礎及び基礎ぐいの取り壊し
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Scene6 産業廃棄物保管場所の届出

三重県内において、事業者がその事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該
産業廃棄物の保管を行おうとするときは、あらかじめ保管する前に三重県知事に届出が必要です。

要 件 対象となる保管場所 対象の例外

廃棄物処理
法による届
出

建設工事に伴い生ずる（特別管理）産
業廃棄物を当該廃棄物を生ずる事業場
の外において、自ら300㎡以上の保管
場所で行う保管 

・産業廃棄物収集運搬業の許可（積替保管を
含む。）又は産業廃棄物処分業の許可を受け
ており、その許可の範囲で行う保管
・産業廃棄物処理施設の設置許可を受けてお
り、当該施設で行う処理に当たって行う保管
・PCB特別措置法第8条の届出を行った場合に
おける当該届出に係るPCB廃棄物の保管

三重県産業
廃棄物の適
正な処理に
関する条例
による届出

産業廃棄物を生じた事業場以外の場所
で当該廃棄物を自ら100㎡以上の保管
場所で行う保管 （上記届出対象施設
以外）

上記に加え次の条件を満たすもの
・保管を開始した日から3日以内に保管場所に
保管するすべての産業廃棄物を当該保管場所
から搬出する場合の保管
・※自動車リサイクル法第2条第17項に規定す
る関連事業者が、使用済自動車及び当該自動
車の解体等により生じた廃棄物の保管
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Scene7 産業廃棄物を保管等する場合の基準

区 分 対象となる行為 主な基準

産業廃棄物保管基準 排出事業者が廃棄物の発
生場所において産業廃棄
物が運搬されるまでの間
の基準

【保管基準】
周囲に囲いを設ける
見やすい箇所に掲示板を設置する
飛散・流出、地下浸透、悪臭を防止する措置を行う
積み上げ高さ、勾配は基準に従う
ねずみの生息、蚊・ハエ等の害虫の発生防止
特別管理産業廃棄物である廃石綿等は梱包等の飛散防
止措置 等

産業廃棄物処理基準 排出事業者及び産業廃棄
物処理業者が産業廃棄物
の収集運搬又は処分を行
う場合の基準

右記のほか
【処分又は再生の基準】
【埋立処分基準】がある

【収集運搬基準】一部
産業廃棄物が飛散、流出しないようにする
車両の両側面に「収集運搬車両」「氏名・名称」「許
可番号※」を表示する ※収集運搬業の場合
運搬者には必要な書面等を備えつける 等
【積替え又は保管基準】一部
あらかじめ積替え後の運搬先が決まっている
保管する産業廃棄物の数量が平均的な搬出量の７日分
を超えないようにする
上記保管基準に準じる措置 等



Scene7 保管場所に設ける掲示板

・縦60cm以上×横60cm以上であること
・次の内容が記載されていること

産業廃棄物の保管場所である旨
保管する産業廃棄物の種類
保管場所の管理者の氏名または名称及び連絡先
保管できる高さの上限

(屋外で容器を用いらず産業廃棄物を保管している場合)

産業廃棄物保管施設

産業廃棄物の種類 金属くず
廃プラスチック類

管理者名称
連絡先

三重県○○市
㈱元請
代表取締役 ●●●●
電話 ××××××

最大保管高さ １．８ｍ

最大保管量 ※ ３０㎥

※最大保管量は処理基準で必須



Scene7 廃棄物の保管量の上限
取扱い区分 保管量の上限

産廃が運搬されるまで
の間の保管（排出者）

生活環境の保全上支障のないように保管
保管上限なし

収集運搬に伴う積替え
保管※
(令6-1-ホ、規1-4-3）

１日当たりの平均的な搬出量の７倍未満
性状が変化しないうちに搬出
運搬先が定められている

処分のための保管※
(令6-2-ロ、規7-6)

一日当たりの処理能力の１４倍未満
適正な処分又は再生を行うためにやむを得ない期間

建設廃棄物の種類 保管上限 

木くず、コンクリートの破片
（建設業に係るものに限る） 

1日当たりの処理能力の28日分 （分別済み又は
再生施設で再生する場合の保管のみ）

アスファルト・コンクリート破片

（建設業に係るものに限る）
1日当たりの処理能力の70日分（分別済み又は
再生施設で再生する場合の保管のみ）

点検修理の際の例外
（点検日数＋７日）



直接負荷部分
のある壁

50％勾配
(約26.5度)

50％勾配
(約26.5度)

直接負荷部分
のない壁最高の高さ

地面

廃棄物

基準線
50cm

2m

・廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50％以下

・廃棄物が囲いに接する場合（直接、壁に負荷がかかる場合）は、囲いの内側２ｍは囲
いの高さより50㎝の線以下とし、２ｍを超える内側は勾配50％以下とする。
（勾配50％とは、底辺：高さ＝２：１の傾きで約26.5°）

Scene7 産業廃棄物を屋外で保管する場合の模式図
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Scene8 産業廃棄物運搬車両の掲示

－ 注意点 －
・見やすいこと
・鮮明であること
・両側面に表示すること
・識別しやすい色の文字であること

自社運搬の場合であっても掲示が必要です。
（但し許可番号は不要）

収集運搬業者名
許可番号（下６桁以上）

約5cm以上

約3cm以上



Scene8 産業廃棄物運搬時の書類の携行

自社運搬時 収集運搬業者による運搬時
（紙マニフェスト運用）

収集運搬業者による運搬時
（電子マニフェスト運用）

運搬業者、産業廃棄物の発生場
所、運搬作等を記載した書類

紙マニフェスト
産業廃棄物収集運搬業許可証の
写し

受渡確認票
産業廃棄物収集運搬業許可証の
写し
電子マニフェスト加入証の写し

氏名又は名称及び住所
運搬する産業廃棄物の種類、数量
運搬する産業廃棄物を積載した日
積載した工事現場の名称、所在地、連絡先
運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
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Scene8 紙マニフェストと電子マニフェスト

排出事業者には、産業廃棄物の引渡しと同時に、処理業者に対し産業廃棄物
管理票（マニフェスト）を交付することが義務付けられています。処理業者は、
マニフェストの交付を受けずに産業廃棄物の引渡しを受けてはならず、また、
交付されたマニフェストの内容に間違いがないかを確認することが必要です。

紙マニフェスト 電子マニフェスト

①排出業者が、受託者（収集運搬業者又
は処分業者）にマニフェスト情報を記
載した紙マニフェスト（A～E票）を交
付（産業廃棄物を引き渡す際）

②処理業者は、マニフェストの交付を受
けずに産業廃棄物の引き渡しを受けて
はならない。

排出業者が、情報処理センターにマニフェ
スト情報をパソコン等を使って登録（廃棄
物を受託者に引き渡してから3日以内）※土
日祝日を除く

マニフェストの種類



Scene8 マニフェストの流れ（紙マニフェスト）



Scene8 マニフェストの運用

交付日・終了日からの送付期間（紙マニフェスト）

排出事業者 運搬業者 引き渡し時にマニフェストを交付

運搬受託者 排出事業者 ［B2票］を運搬を終了した日から１０日以内に返送

処分受託者
（中間処理）

運搬受託者 ［C2票］を処分を終了した日から１０日以内に返送

排出事業者
［D票］を処分を終了した日から１０日以内に返送

［E票］を最終処分が終了した旨が記載された二次マニフェストのE
票が最終処分業者から送付された日から１０日以内に返送

排出事業者における交付日から送付を受けるまでの期間

B2票・D票 産業廃棄物 ９０日

排出事業者

送付期間内に送付されない場合や、
虚偽記載を発見した場合には、排
出者は必要な措置を講じ、３０日
以内に措置内容等の報告を都道府
県知事に報告する必要がある

特別管理産業廃棄物 ６０日

E票 産業廃棄物 １８０日※

特別管理産業廃棄物



R7 11 16 安全課 三重太郎

5100000
四日市市〇〇
適正建設㈱
059-000-0000

5100000
鈴鹿市〇〇
△△邸工事現場
090-000-0000

ㇾ

〇

〇 〇

5100000 四日市市〇〇
安全運搬㈱
059-000-0000

5100000 四日市市〇〇
信頼産業㈱
059-000-0000

〇

5100000 四日市市〇〇
信頼産業㈱
059-000-0000

〇 三重33み0000 4tトラック

2m3

廃石綿を含まない

Scene8 マニフェストの運用



Column１電子マニフェストと紙マニフェストの運用上の違い

・排出事業者、収集運搬業者、処分業者の全てがシステムに加入
・排出業者は、廃棄物を収集運搬業者に渡す際、紙マニフェストに
代えて受渡確認票を渡す

・収集運搬業者は、運搬中電子マニフェスト加入証の写しを携行
・排出事業者は、廃棄物を引き渡した３日以内※にパソコン等から
マニフェスト情報を登録 ※３日以内とは土日祝日等を除いた日数

・収集運搬業者及び処分業者は、それぞれ収集運搬、処分が終了し
てから３日以内※にパソコン等から処理完了を報告

・排出業者、収集運搬業者、処分業者のマニフェスト情報はシステ
ム管理会社が法定期間保管

・排出事業者は、毎年度当初の交付状況報告が不要（1枚でも紙マ
ニフェストを交付した場合は報告が必要）



Column1 受渡確認票

産業廃棄物の種類 数量
委託した者の氏名・名称
積載した日
排出事業場の名称・連絡先
運搬先の名称・連絡先

JWセンターのHPからダウンロード
できる受渡確認票の例
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ご清聴ありがとうございました
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